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佐賀県農業経営改善計画認定要領 
 

制定 令和４年 10 月 24 日農経第 1412 号 
一部改正 令和 6 年 6 月 13 日農経第 1080 号 

   一部改正 令和 7 年 4 月１日農経第 714 号 
 
第１ 目的 
   この要領（以下、「本要領」という。）は、農業経営基盤強化促進法（以下、「法」

という。）及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱（以下、「要綱」という。）等に
基づき、知事が農業経営改善計画（以下、「計画」という。）の認定（以下、「県認
定」という。）を行うために必要な事項を定めるものとする。 

   なお、佐賀県（以下、「県」という。）内での県認定に当たっては、法及び要綱に
定めるもののほか、本要領によるものとする。 

 
第２ 県認定の概要 
   県内の２以上の市町の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、

計画を作成し、当該計画が適切である旨の認定を受ける場合には、知事が認定を行
うものとする。 

 
第３ 計画の申請 
 １ 法第 13 条の２第１項の規定により、認定を受けようとする農業者（以下、「申請

者」という。）は、居住している市町等（以下、「主たる市町」という。）の協力を得
て、農業経営改善計画認定申請書（様式第 1 号。以下、「申請書」という。）及び個
人情報の取扱いに関する同意書（様式第２号。以下、「同意書」という。）を作成す
るものとする。 

２ 主たる市町は、申請書の作成を支援し、必要な指導及び調整を行った申請書及び
同意書を、原則認定月の前月の１日までに、県に提出するものとする。 

 
第４ 認定の審査 
 １ 県は、関係市町から提出された申請書について、様式第３号により、計画におい

て、農業経営を営み、又は営もうとすることとされているすべての市町（以下、「関
係市町」という。）に意見を聴くものとする。 

 ２ 関係市町は、法第 12 条第５項に掲げる認定要件（以下、「認定要件」という。）
に則して適当か否かを判断し、様式第４号により県に意見を述べるものとする。こ
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の際、認定が適当でない旨の意見を述べる場合は、その理由を併せて示すものとす
る。 

 
第５ 計画の認定及び却下 
 １ 県は、関係市町の意見を十分に参酌の上、原則申請のあった月の翌月の１日に、

計画の認定又は認定の却下を行うものとする。 
２ 県が計画の認定を行ったときは、様式第５号により、認定した旨を当該申請者に

通知するとともに、様式第６号により関係市町、農地中間管理機構、農業委員会ネ
ットワーク機構、関係市町を所轄する地域農業振興センター及びその他関係機関
（以下、「関係市町等」という。）にその旨を通知するものとする。 

  また、関係市町は県から認定の通知を受けたときは、農業委員会その他関係機関
にその旨連絡するものとする。 

３ 計画の認定を受けた申請者（以下、「認定農業者」という。）は、災害等の緊急事
態において円滑な事業復旧・継続を可能とするために「自然災害等のリスクに備え
るためのチェックリストと農業版ＢＣＰ」の周知等について（令和３年１月 27 日
付け２経営第 2699 号農林水産省経営局保険課長通知）により定められた自然災害
等のリスクに備えるためのチェックリストに基づく確認及び同通知により定めら
れた農業版ＢＣＰ（事業継続計画書）の様式に基づく計画を策定の上、県に提出す
るよう努めるものとする。 

４ 県が計画の申請を却下したときは、様式第７号により、認定申請を却下した旨及
び却下の理由を関係市町から提出された様式第４号の写しを付して通知するとと
もに、様式第８号により関係市町等にその旨を通知するものとする。 

 
第６ 計画の変更 
 １ 認定農業者は、認定を受けた計画の内容を変更しようとするときは、第３の１に

準じて申請書を改めて作成するものとする。なお、申請書は、様式第１号を準用し、
変更があった各欄の上段に変更前の内容を括弧書きで記載し、下段に変更後の内容
を記載するものとする。 

 ２ 主たる市町は、第３の２に準じて変更申請書を県に提出するものとする。 
 ３ 県は、前２項に基づき、計画の変更があった場合には、第４及び第５に準じて変

更の認定等を行うものとする。 
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第７ 住所等の変更 
 １ 認定農業者は、次に掲げる変更があったときは、農業経営改善計画の変更届出書

（様式第９号。以下、「変更届出書」という。）により変更後の主たる市町に届け出
るものとする。 

  （１）住所の変更 
  （２）連絡先の変更 
  （３）法人経営の代表者の変更 
  （４）生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画の変更 
  （５）その他、知事が変更届出書により変更できると認めた変更 
 ２ 届出があった主たる市町は、必要な指導及び調整を行った変更届出書を、県に提

出するものとする。 
３ 県は、主たる市町から変更届出書の提出があった場合には、計画に上書きで修正

を加え、様式第 10 号により変更を受理した旨を当該認定農業者に通知するととも
に、様式第 11 号により関係市町等にその旨を通知するものとする。 

 
第８ 認定の取下げ 
 １ 認定農業者は、認定を取り下げる場合には、農業経営改善計画の取下申出書（様

式第 12 号。以下、「取下申出書」という。）により関係市町に届け出るものとする。 
   なお、認定農業者が死亡した場合には、その相続人が届け出ることができる。 
 ２ 届出があった関係市町は、必要な指導及び調整を行った取下申出書を、県に提出

するものとする。 
３ 県は、関係市町から取下申出書の提出があった場合には、当該認定を取消し、様

式第 13 号によりその旨を当該認定農業者に通知するとともに、様式第 14 号によ
り関係市町等にその旨を通知するものとする。 

 
第９ 認定の取消し 
 １ 県は、認定農業者が要綱第６条の６の（１）に掲げる認定の取消事由に該当する

に至った場合又は該当するおそれがある場合には、是正指導や助言に努めるととも
に、これらの指導等にもかかわらず、認定取消事由に該当する状態が長期にわたっ
て続き、その改善が見込まれない場合には、様式第 15 号により、計画の審査に関
与した関係機関・団体等に認定取り消しに係る意見聴取を行うものとする。 

 ２ 計画の審査に関与した関係機関・団体等は、認定要件に則して適切か否かを判断
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し、様式第 16 号により県に意見を述べるものとする。 
 ３ 県は、計画の審査に関与した関係機関・団体等の意見を十分に参酌の上、認定の

取消しが適当と判断される場合には、当該認定農業者に認定の取消しとそれに係る
聴聞を行うことを通知するものとする。なお、聴聞及びその他手続きは、佐賀県行
政手続条例（平成７年 10 月 13 日佐賀県条例第 28 号）に則して行うこととする。 

 ４ 県は、聴聞による報告を十分に参酌の上、認定の取消しが相当と認められる場合
には、認定の取消しを決定し、様式第 17 号により当該認定農業者に認定の取消し
を通知するとともに、様式第 18 号により関係市町等にその旨を通知するものとす
る。 

 
第 10 認定期間満了の通知 
   県は、認定農業者に対し、原則認定期間満了日の半年前までに、様式第 19 号に

より認定期間満了の通知を行うとともに、様式第 20 号により関係市町にその旨通
知するものとする。 

 
第 11 その他 
 本要領に定めるもののほか必要な事項は、県が別に定める。 
 
附則 
 本要領は、令和４年 11 月２日から適用する。 
附則 
 本要領は、令和６年６月 13 日から適用する。 
附則 
 本要領は、令和 7 年 4 月１日から適用する。 



（様式第１号）

年    月    日

○

  農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条第１項の規定に基づき、次の農業経営改善計画の認定を申請します。

農業経営改善計画認定申請書

○○市町村長  殿

佐賀県知事  殿 申
請
者

生年月日・
法人設立年月日

個人・法人名

フリガナ

住所 連絡先

法人番号　　　　　　　　　　　

フリガナ

代表者氏名
（法人のみ）

〒

○○農政局長  殿

農林水産大臣  殿



万円

万円

時間

万円

主たる従
事者の人

数
主たる従事者１人

当たりの年間労働時間

万円

事  業  内　容

（１）生産

現      状 目標（　　年）

万円 万円 時間 時間

年間所得

主たる従事者１人
当たりの年間所得

時間

現      状

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標

万円

現    状 目   標（    年）

万円

（２）農畜産物の加工・販売その他の
　関連・附帯事業（売上げ）

飼養頭数
（頭、羽）

生産量

作目・部門名
（畜　　産）

目標（　　年）

作目・部門名
（耕　　種） 作付面積

(a)
生産量
（kg）

作付面積
(a)

生産量
（kg）

飼養頭数
（頭、羽）

生産量

万円

万円

農　業　経　営　改　善　計　画

□酪  農 □肉用牛 □養  豚 □養  鶏 □養　蚕 □その他の畜産（　　　　　）

現状

□複合経営
□稲作 □麦類作 □雑穀・いも類・豆類 □工芸農作物 □露地野菜

□施設野菜 □果樹類 □花き・花木　□その他の作物（　　　）

□稲作 □麦類作 □雑穀・いも類・豆類 □工芸農作物 □露地野菜
□複合経営

□施設野菜 □果樹類 □花き・花木　□その他の作物（　　　　）

（２）農業経営の現状及びその改善に関する目標

現　　　状 目標（　　年）

現状 目標（　　　年）

①農業経営体の営農活動の現状及び目標

（１）営農類型

□酪  農 □肉用牛 □養  豚 □養  鶏 □養　蚕 □その他の畜産（　　　　　）

人年間労働時間

目標（　　　年）

万円 万円



人 人

人 人

人 人

（１）構成員・役員

経 営 面 積 合 計

（参考）経営の構成

（２）雇  用  者

その他

実 人 数 現状

⑤農業従事の態様の改善に関する現状と目標・措置 ⑥その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置

見通し

見通し（　　年） 常時雇（年間）

借入地

③生産方式の合理化に関する現状と目標・措置 ④経営管理の合理化に関する現状と目標・措置

（３）農用地及び農業生産施設

ア農用地

規　　模

都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名
現　状区   分

経 営 面 積 合 計

所有地

現　状
(a)

目標（  　年）
(a)

種　別

所在地

イ農業生産施設

目標（　  年）

㎡棟 棟 ㎡

所在地
地
目

氏    名
(法人経営にあっては役員

の氏名）

年
齢

見通し

担当業務 主たる
従事者

年間農業
従事時間 担当業務 主たる

従事者

年間農業
従事時間 臨時雇（年間）

実 人 数 現状 見通し

延べ人数 現状

（代表者）

性
別

代表者との
続柄(法人経
営にあって
は役職)

現    状



（別紙）生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画

備考

　「農業用機械等の名称」欄には、生産方式の合理化のために、取得する予定の農業用の機械及び装置、器具及び備品、

建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウェア等を記載する。

（②「（３）農用地及び農業生産施設」に記載しているものは記載不要。）

農業用機械等の名称 数量



（様式第２号） 
 

■ 農業経営改善計画  □ 青年等就農計画 

の認定に係る個人情報の取扱いについて 

 

 

 

 

 

佐賀県は、農業経営改善計画又は青年等就農計画（以下「経営改善計画 等」とい

う。）の認定に際して得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号）等に基づき、適正に管理し、本認定業務の実施のために利用しま

す。 

また、佐賀県は、本認定業務のほか、地域計画の作成・見直し、農業委員会の委

員の任命、農業協同組合の理事等の選任その他の経営改善等に資する取組に活用す

るため、必要最小限度内で、下記の関係機関へ提供する場合があります。 

このほか、経営改善計画等の実施状況や専門家からの助言等の内容についても、

指導等を実施する際のデータとして活用するため、関係機関へ提供する場合があり

ます。 
 

提供する情報の内容 ①認定農業者又は認定新規就農者の氏名（法人にあっては名

称及び代表者名）情報の内容及び年齢、②住所、③経営改善

計画等の認定の有効期間、④経営改善計画等の内容、⑤経営

改善計画等の実施状況や専門家からの助言等の内容 等 
 

情報を提供する 

関係機関 

国、都道府県、市町村、地域農業再生協議会、農業委員会ネ

ットワーク機構、農業委員会、農業協同組合連合会、農業協

同組合、土地改良区、農地利用改善団体、農地中間管理機構

、普及指導センター、青年農業者等育成センター、株式会社

日本政策金融公庫、独立行政法人農業者年金基金、農業経営

・就農支援センター 等 

 
  
 

 個人情報の取扱いの確認 

「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。 

                            年  月  日 

   氏名（名称・代表者）               

 

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する場合は

「個人情報の取扱いの確認」欄に記名願います。 



 
 

（様式第３号） 

番 号 
  年  月  日 

 
関係市（町）長 様 

 
佐賀県農林水産部長  

 
 

農業経営改善計画（変更）認定申請に係る意見聴取について 
 
 

 下記の者から農業経営改善計画認定申請書の提出がありましたので、関係書
類を添えて農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 13 条の２第
３項に基づく意見聴取を行います。 
 法第 12 条第５項に掲げる認定要件に則して適当か否かを判断して、 年 
月 日（ ）までに御回答願います。 
 なお、認定が適当でない旨の意見を述べる場合は、その理由を明示願います。 
 

記 
 
申請者名 住所 
  
  
  

 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 農業経営改善計画認定申請書（様式第１号）の写し 
（注２）計画の認定申請の場合には、（変更）を消去すること。 



 
 

（様式第４号） 

番 号 
  年  月  日 

 
佐賀県農林水産部長 様 

 
〇〇市（町）長 ○○ ○○  

 
 

農業経営改善計画（変更）認定申請に係る意見聴取の回答について 
 
 

   年 月 日付け  第  号により依頼のあった農業経営基盤強化促進
法（昭和 55 年法律第 65 号）第 13 条の２第３項に基づく意見聴取について、
下記のとおり回答致します。 
 

記 
 
申請者名 判断 適当でないと判断した理由 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 

（注１）計画の認定申請の場合には、（変更）を消去すること。 
（注２）判断欄は、「適当」もしくは「不適当」を記入すること。 
（注３）適当でないと判断した理由欄は、不適当と判断した場合のみ記載すること。 



 
 

（様式第５号） 

番 号 
  年  月  日 

 
〇〇 ○○ 様 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の（変更）認定について（通知） 
 
 

 御提出いただいた農業経営改善計画について、別紙認定書のとおり認定を行
いましたので通知いたします。なお、認定においては下記に御留意ください。 
 

記 
 
１ 認定通知書は、制度資金や農業経営基盤強化準備金などの添付書類に利用

されておりますので、大事に保管してください。 
 
２ 当該計画に記載された農業経営を改善するためにとるべき措置を講じてい

ないと認められる場合には、認定を取り消すことがありますので御留意くだ
さい。 

 
３ 認定の有効期間の満了する日の３か月前までに、今後の手続き（認定の更

新など）を進めるため、計画の申請を行った市町へ御連絡をお願いします。 
 
４ 経営改善計画に沿って経営改善を進めるに当たり、必要に応じて専門的な

知識を有する者（専門家）等を活用するとともに、認定の最終年（５年目）
には、経営改善の取組について専門家や各地域農業振興センター等の助言を
受けるよう努めてください。 

 
 



 
 

５ 経営改善計画の達成状況等を把握するために、農業経営改善計画の認定の
有効期限を迎えた方を対象としたアンケート調査を行っておりますので、同
封している「農業経営改善計画の達成状況について（アンケート）」にご記
入の上、以下の提出方法にて農業経営課あて送付していただきますようお願
いいたします。 

また、近年、自然災害等が多発していることを受け、農業者の皆様が自然
災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう、「自然災害等のリスクに備
えるためのチェックリスト」と「農業版 BCP（事業継続計画書）」の策定を
推奨しています。詳細については、下記の農林水産省ホームページに掲載さ
れていますので、この機会に是非御確認（ダウンロード）していただき、計
画書を策定された際には、アンケートと併せて御提出ください。 

 
（１）提出方法及び提出先 

【住所】 〒840-8570 佐賀市城内１丁目１番 59 号 
【Mail】 nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp 
【FAX】 0952-25-7272 

（２）農林水産省ホームページ 
【URL】 https://www.maff.go.jp/j/keiei/maff_bcp.html 

「農業版 BCP 農水省」で検索してください。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（注１）計画の認定申請の場合には、（変更）を消去すること。 
（注２）関係書類は次のとおりである。 

１ 農業経営改善計画認定書 
２ 農業経営改善計画認定申請書（様式第１号）の写し 
３ 個人情報の取扱いに関する同意書（様式第２号）の写し 
４ アンケート 

mailto:nougyoukeiei@pref.saga.lg.jp
https://www.ma


 
 

番 号 
  年  月  日 

 
 

農業経営改善計画（変更）認定書 
 
 

〇〇 ○○  様 
 
 

 年 月 日付けで認定申請のあった農業経営改善計画は、農業経営基盤強
化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 12 条第１項の規定により、適当である
と認定します。 
 
 

佐賀県知事 〇〇 ○○  印  
 
 

認 定 番 号：      
認 定 日 ：      
認定の有効期間：      
認定に係る関係市町名：  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）計画の認定申請の場合には、（変更）を消去すること。 



 
 

（様式第６号） 

番 号 
  年  月  日 

 
関係市（町）長 様 
公益社団法人 佐賀県農業公社理事長 様 
一般社団法人 佐賀県農業会議会長 様 
〇〇農業振興センター長  様 
 
 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の（変更）認定について（通知） 
 
 

 このことについて、別添のとおり農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律
第 65 号）第 12 条第１項に基づき認定しましたので、関係書類を添えてお知ら
せします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 農業経営改善計画認定書の写し 
２ 農業経営改善計画認定申請書（様式第１号）の写し 
３ 個人情報の取扱いに関する同意書（様式第２号）の写し 

（注２）計画の認定申請の場合には、（変更）を消去すること。 



 
 

（様式第７号） 

番 号 
  年  月  日 

 
〇〇 ○○ 様 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の却下について（通知） 
 
 

  年 月 日付けで認定申請のあった農業経営改善計画は、下記のとおり認
定要件に適合しないと判断し、認定を却下しましたので、関係書類を添えて通
知します。 

 

記 

 
却下の理由 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 関係市町から提出された様式第４号の写し 
（注２）「却下の理由」は、認定要件との関係を明確にして、具体的に記載すること。 
（注３）１ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68

号）第４条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算し
て３か月以内に、知事に対して審査請求書（同法第 19 条第２項各号に掲げる
事項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選
した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、同法同条第４項に掲げ
る事項を含みます。）を記載しなければなりません。）を提出して審査請求をす
ることができます。 

    ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知
った日の翌日から起算して６か月以内に、県を被告として（知事が被告の代表
者となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 



 
 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場
合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくな
ります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場
合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経
過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること
が認められる場合があります。  



 
 

（様式第８号） 

番 号 
  年  月  日 

 
関係市（町）長 様 
公益社団法人 佐賀県農業公社理事長 様 
一般社団法人 佐賀県農業会議会長 様 
〇〇農業振興センター長  様 
 
 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の却下について（通知） 
 
 

 このことについて、別添のとおり認定を却下しましたので、関係書類を添え
てお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 申請者あて通知した様式第７号の写し 
２ 関係市町から提出された様式第４号の写し 



 
 

（様式第９号） 

番 号 
  年  月  日 

 
佐賀県農林水産部長 様 
（〇〇市（町）経由） 

 
〇〇 ○○  

 
 

農業経営改善計画の変更届出書 
 
 

 年 月 日付けで認定された農業経営改善計画について、一部変更がありまし
たので、下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 
１ 認定内容 

認 定 番 号：      
認 定 日 ：      
認定の有効期間：      
認定に係る関係市町名：  

 
２ 変更内容 

変更内容 変更前 変更後 
   

 
３ 変更理由 
 
 
 



 
 

（様式第 10 号） 
番 号 

  年  月  日 
 

〇〇 ○○ 様 
佐賀県農林水産部長 

 
 

農業経営改善計画の変更の受理について（通知） 
 
 

  年 月 日付けで届け出のあった農業経営改善計画の変更については、受
理しましたので関係書類を添えてお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 修正を加えた農業経営改善計画認定申請書（様式第１号）の写し 
（注２）法人経営の代表者の変更により、認定書の修正が必要な場合には、代表者名を修

正した認定書を送付するものとする。 



 
 

（様式第 11 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
関係市（町）長 様 
公益社団法人 佐賀県農業公社理事長 様 
一般社団法人 佐賀県農業会議会長 様 
〇〇農業振興センター長  様 
 
 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の変更の受理について（通知） 
 
 

 このことについて、別添のとおり変更を受理しましたので、関係書類を添え
てお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 認定農業者から提出された変更届出書（様式第９号）の写し 
２ 修正を加えた農業経営改善計画認定申請書（様式第１号）の写し 

（注２）法人経営の代表者の変更により、認定書の修正が必要な場合には、代表者名を修
正した認定書の写しを送付するものとする。 



 
 

（様式第 12 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
佐賀県農林水産部長 様 
（〇〇市（町）経由） 
 

 
〇〇 ○○  

 
 

農業経営改善計画の取下申出書 
 
 

 年 月 日付けで認定された農業経営改善計画について、下記のとおり取下げ
を申し出ます。 
 

記 
 
１ 認定内容 

認 定 番 号：      
認 定 日 ：      
認定の有効期間：      
認定に係る関係市町名：  

 
２ 取下げの理由 
 
 
 
 
 

 



 
 

（様式第 13 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
〇〇 ○○ 様 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の取下げの受理について（通知） 
 
 

  年 月 日付けで申し出のあった農業経営改善計画の取下げについては、
受理しましたのでお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

（様式第 14 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
関係市（町）長 様 
公益社団法人 佐賀県農業公社理事長 様 
一般社団法人 佐賀県農業会議会長 様 
〇〇農業振興センター長  様 
 
 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の取下げの受理について（通知） 
 
 

 このことについて、別添のとおり申し出のあった農業経営改善計画の取下げ
については、受理しましたので、関係書類を添えてお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 認定農業者から提出された取下申出書（様式第 12 号）の写し 



 
 

（様式第 15 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
〇〇 〇〇 様 
 

 
佐賀県農林水産部長  

 
 

農業経営改善計画の取消しに係る意見聴取について 
 
 

 このことについて、下記の認定農業者は、認定の取消事由に該当すると考え
ております。 
 つきましては、法第 12 条第５項に掲げる認定要件に則して適当か否かを判
断して、 年 月 日（ ）までに御回答願います。 
 

記 
１ 認定農業者の概要 

氏 名 ：      
認 定 番 号：     
認 定 日 ：      
認定の有効期間：      
認定に係る関係市町名：  

 
２ 取消しに係る意見聴取を行う理由 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 農業経営改善計画認定申請書（様式第１号）の写し 
２ その他関係書類 



 
 

（様式第 16 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
佐賀県農林水産部長 様 

 
 ○○ ○○  

 
 

農業経営改善計画の取消しに係る意見聴取の回答について 
 
 

  年 月 日付け  第  号により依頼のあった農業経営改善計画の取消
しに係る意見聴取について、下記のとおり回答致します。 
 

記 
 
判断 判断の理由 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注１）判断欄は、「適切」もしくは「不適切」を記入すること。 



 
 

（様式第 17 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
〇〇 ○○ 様 
 

佐賀県農林水産部長 
 
 

農業経営改善計画の取消しについて（通知） 
 
 

 年 月 日付けで認定した農業経営改善計画について、取消事由に該当し
ますので、農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 13 条第２項
の規定に基づき認定を取り消します。 

 
認 定 番 号：      
認 定 日 ：      
認定の有効期間：      
認定に係る関係市町名：  
取 消 年 月 日：     
取 消 理 由：     

 
(注) 
 １ この処分について不服があるときは、行政不服審査法（平成 26 年法律

第 68 号）第４条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内に、知事に対して審査請求書（同法第 19 条第２
項各号に掲げる事項（審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であ
る場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合に
は、同法同条第４項に掲げる事項を含みます。）を記載しなければなりま
せん。）を提出して審査請求をすることができます。 



 
 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して６か月以内に、県を被告として（知事が被
告の代表者となります。）処分の取消しの訴えを提起することができま
す。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合に
は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経
過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起すること
ができなくなります。 

   なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をし
た場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して
１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを
提起することが認められる場合があります。  



 
 

（様式第 18 号） 
番 号 

  年  月  日 
 

関係市（町）長 様 
公益社団法人 佐賀県農業公社理事長 様 
一般社団法人 佐賀県農業会議会長 様 
〇〇農業振興センター長  様 
 
 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画の取消しについて（通知） 
 
 

 このことについて、別添のとおり認定を取り消しましたので、関係書類を添
えてお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 農業者あて通知した様式第 17 号の写し 



 
 

（様式第 19 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
〇〇 〇〇 様 
 

 
佐賀県農林水産部長  

 
 

農業経営改善計画認定の有効期間満了のお知らせ 
 
 

 年 月 日付けで認定した農業経営改善計画について、 年 月 日で有効期間
が満了しますのでお知らせします。 

なお、再認定を希望される場合は、有効期間満了の前に農業経営改善計画申 
請書を提出していただくことが必要です。新たな農業経営改善計画の作成等に 
は期間を要しますので、遅くとも有効期間満了日の３か月前までに関係市町ま
で御相談されますようお願いいたします。 
 なお、専門家等の指導等を受けている場合は、申請書と併せて関係書類を提
出していただきますようお願いいたします。 
 
 
 
関係市町：〇〇市、〇〇町 
 
  



 
 

（様式第 20 号） 

番 号 
  年  月  日 

 
関係市（町）長 様 
 
 

佐賀県農林水産部長  
 
 

農業経営改善計画認定の有効期間満了のお知らせ 
 
 

このことについて、下記の者あて農業経営改善計画認定の有効期間満了をお
知らせしましたので、新たな農業経営改善計画の作成等の御対応をよろしくお
願いいたします。 

 

記 

 
認定番号 氏名 認定日 認定の有効期間 認定に係る市町名 
     
     
     

 
 
 
  



 
 

（参考様式） 
事 務 連 絡 

（ 番 号 ） 
  年  月  日 

 
佐賀県農林水産部長 様 
（佐賀県農林水産部農業経営課長 様） 
（佐賀県農林水産部農業経営課担当係長 様） 

 
〇〇市（町）〇〇課長 

（〇〇市（町）〇〇課〇〇係長） 
 
 

農業経営改善計画（変更）認定申請書の提出について 
 
 

 下記の者から、農業経営改善計画認定申請書の提出がありましたので、関係
書類を添えて進達します。 
 

記 
 

申請者名 関係市町 認定区分 
   
   
   

 
 
（注１）関係書類は次のとおりである。 

１ 農業経営改善計画認定申請書（様式第１号） 
２ 個人情報の取扱いに関する同意書（様式第２号） 
３ その他関係書類 

（注２）計画の認定申請の場合には、（変更）を消去すること。 
（注３）認定区分欄は、新規に申請する場合には「新規」、再認定を申請する場合には

「再認定」と記載すること。 


